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（午前１０時００分 開会） 

議長（栁堀 忠君） 

 おはようございます。ただいまの出席議員は１３人です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、議案第５８号、令和７年度東庄町一般会計補正予算（第４号）から日

程第６、議案第６３号、令和７年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正予算

（第２号）まで、以上６案を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 おはようございます。それでは、ただいま一括議題となりました議案第５８号か

ら議案第６３号まで、一般会計の他、特別会計３件、企業会計２件の補正予算につ

きまして提案理由を申し上げます。 

 最初に、議案第５８号、令和７年度東庄町一般会計補正予算（第４号）の提案理

由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１２０万１，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億３，２５０万４，０００円とす

るものであります。 

 また、第２条、繰越明許費で、翌年度に繰り越して使用することが出来る経費を

定めており、第３条で債務負担行為の追加について規定しております。この他、第

４条、地方債の補正で地方債について変更しております。 

 主な補正内容でございますけれども、先程、議案第４８号から議案第５０号にお

いて可決をいただいております一般職、そして特別職、会計年度任用職員の給与改

定などによります増額を行っております。 

 また、総務関係では、笹川駅の利活用についてワークショップの意見等を踏まえ

た駅舎の改修工事について増額補修をしております。民生関係では、自立支援給付

費や児童手当について増額補正をしております。農水関係でも、主食用米の価格上

昇などに伴い、水稲関連の補助金について減額補正をしております。教育関係では、

中学校の体育館について、屋根の構造材の安全対策として、耐震診断と補強設計に
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ついて新規計上しております。 

 歳入につきましては、国県補助金、寄附金等を補正し、歳入歳出の不足する分に

ついては繰越金を補正しております。 

 続いて、議案第５９号、令和７年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７１万１，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億３，１９７万２，０００円とするも

のでございます。この補正につきましては、給与改定等に伴う人件費の増額並びに

基金積立金の約定利率の改定に伴う積立金額の増額を盛り込むものでございます。 

 続いて、議案第６０号、令和７年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予

算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，９８９万６，０００円とするものでござ

います。 

 主な内容につきましては、歳出において、職員の給与改定に伴う人件費の増額補

正をするものでございます。財源といたしましては、繰越金をもって充てるもので

ございます。 

 続いて、議案第６１号、令和７年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５６万５，０００円を追加しま

して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億１，００４万９，０００円と

するものでございます。 

 主な補正内容は、歳出で介護予防生活支援サービス事業費と人件費等の増額補正

をするものでございます。財源といたしましては、主に繰越金と一般会計繰入金を

もって充てるものでございます。 

 続いて、議案第６２号、令和７年度東庄町水道事業会計補正予算（第３号）の提

案理由を申し上げます。 

 まず、予算第３条に定めた収益的支出の補正でございます。事業費用の経費に８

９万９，０００円を追加し、事業費用総額で４億３，６９６万円にするものであり

ます。 
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 内容につきましては、給与改定に伴い人件費の増額補正をするものであります。 

 次に、予算第４条に定めた資本的支出の補正でございます。資本的支出の機械及

び装置費に７７１万１，０００円を増額し、資本的支出総額２億１，７９７万６，

０００円にするものであります。 

 内容につきましては、新堀配水場の低区配水流量計について、不具合によりまし

て緊急に交換が必要となることに伴う補正でございます。また、人件費の補正に伴

い、予算第６条に定めた議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費につ

きましては、職員給与費を８９万９，０００円増額し、２，９３６万６，０００円と

するものであります。 

 最後に、議案第６３号、令和７年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正予

算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

 病院事業費用のうち、薬品費を減額し、給与改定に伴う人件費に加え、修繕費へ

振り替える補正をするものであります。それに伴い、予算第７条に定めた議会の議

決を経なければ流用することの出来ない経費につきましては、職員給与費を９５０

万円増額し、５億９，２７８万５，０００円とするものであります。 

 続きまして、予算第４条に定めた資本的収入の補正でございますが、資本的収入

の企業債に２，５００万円を追加し、資本的収入の総額を１億６，２８７万７，０

００円とするものであります。その他、オーシャンプラザ屋上パネル改修工事に伴

い、期間を令和８年度、限定額を３，２９１万円とする債務負担行為の補正をする

ものであります。 

 以上、議案第５８号から議案第６３号までの提案理由を申し上げました。 

 詳細につきましては各担当課長、事務長より説明をいたさせます。ご審議の上、

可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（栁堀 忠君） 

 総務課長、香取康成君。 

総務課長（香取康成君） 

 それでは、令和７年度東庄町一般会計補正予算（第４号）の内容について説明さ

せていただきます。 

 歳出予算から申し上げますので、議案書の９３ページをお願いします。 

 まず、人件費等の経費全般についてご説明いたします。 
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 先程、町長の提案理由にもございましたように議案第４８号から議案第５０号に

おいて可決いただきました一般職、特別職、会計年度任用職員の給与改定などによ

り、１款から９款までの１節・報酬、２節・給料、３節・職員手当等、４節・共済費、

８節・旅費について増額補正しております。 

 その内訳として、１節・報酬及び２節・給料では、合計で１，７５４万６，０００

円の増、３節・職員手当等では合計で１，０２８万７，０００円の増、４節・共済費

では合計１８３万円の増、８節・旅費では交通費の費用弁償として合計４万円の増

となっております。 

 このうち９款・教育費の時間外勤務手当は、事務繁忙などに伴い当初見込みより

増加したことから９５万円を増額補正しております。 

 以降は、ただいま申し上げました人件費等の経費以外の補正内容について説明を

させていただきますのでご了承をお願いいたします。 

 それでは、２款・総務費から説明させていただきます。 

 ２款・総務費、１項５目・企画費の１４節・笹川駅舎改修工事費１４６万５，００

０円及び１７節・笹川駅舎備品購入費３５万５，０００円。こちらは笹川駅の利活

用について、町民ワークショップの意見等を踏まえ、エアコンの設置、それから照

明のＬＥＤ化、内装工事などの駅舎の改修工事及びテーブルや椅子などの備品購入

について増額補正、新規計上している内容となっております。 

 ２２節・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金返還金１４０万６，０００円。

こちらは国の交付金の精算となります。令和６年度に実施したあったかクーポン事

業について、見込額として概算払いを受けた金額が実績額を上回ったことから返還

するものであります。 

 ６目・防犯対策費の１０節・防犯灯電気料７３万円。町内の防犯灯の電気料につ

いて、料金高騰に伴い増額補正するものです。 

 ９４ページをお願いします。 

 ８目・防災対策費の１４節・全国瞬時警報システム新型受信機整備工事費２６４

万円。こちらは緊急速報のシステムであるＪアラートについて、既存の受信機のソ

フトウエアに係るサポート期限が令和８年度までとなることから新型受信機を整備

するものであります。 

 ９５ページに移りまして、３款・民生費、１項１目・社会福祉総務費の１２節・障
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害者福祉計画策定業務委託料４６９万７，０００円。障害福祉サービスを総合的に

行うための計画で、令和８年度の着手を見込んでおりましたが、国の施策を反映さ

せるため期間を有することから、補正予算により早期に着手するものであります。 

 １９節・自立支援給付費１，４０６万８，０００円。障害福祉サービスの利用者

の増により増額補正するものです。事業費の一部に国県の負担金が措置されており

ます。 

 ２７節・繰出金の合計３０１万５，０００円。国保及び介護保険特別会計の繰出

金について給与改定に伴い増額補正するものであります。 

 ３目・後期高齢者医療事務取扱費の１８節・後期高齢者医療給付費負担金過年度

分１４１万５，０００円。令和６年度の医療給付費の精算に伴う負担金となります。 

 ９６ページをお願いします。 

 ８目・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の合計２１万円。こちらも国交

付金への返還金で、令和６年度に実施した住民税非課税世帯に対する給付金事業に

ついて精算するものです。 

 ２項２目・児童措置費の１９節・児童手当１，１０７万円。高校生世代を含む世

帯の児童手当の申請数が当初予算見込額を上回ったことから、増額補正するもので

す。こちらは財源として県負担金が措置されております。 

 ９７ページをお願いします。 

 ４款・衛生費、１項２目・予防費、７節・予防接種健康被害調査謝金１１万円。新

型コロナウイルス予防接種による健康被害の申請があったことから、条例に基づき

調査委員会を開催するもので、調査委員に対する謝金となります。財源として、県

による一部補助金がございます。 

 ９８ページをお願いします。 

 ５款・農林水産業費、１項５目・農地費、２２節・多面的機能支払交付金返還金４

万３，０００円。こちらは農地法面の維持などに対する交付金で、交付対象となる

管理面積が減少したことによる返還金となります。財源として交付団体からの返還

金を充当しております。 

 ６目・水田農業構造改革対策推進費の合計マイナス７，３４２万１，０００円。

新規需要米等補助金を初めとする水稲関連の補助金について、主食用米の価格上昇

などに伴い、飼料用米や加工用米などの作付が減少したことによる減額補正となり



－83－ 

ます。このうち、飼料用米等拡大支援事業補助金については、県補助金についても

財源を減額しております。 

 一つ飛びまして、１００ページをお願いいたします。 

 ９款・教育費、１項３目・教育振興費の１節・いじめ問題対策連絡協議会委員報

酬４万円。本年９月に施行された協議会の設置条例に基づき、いじめ防止等の対策

推進に係る協議会を開催するもので、協議会委員に対する報酬となります。 

 ３項・中学校費、１目・学校管理費の１２節・屋内運動場耐震診断及び補強設計

業務委託１，３２０万円。本年度実施中の中学校体育館の設計業務において、屋根

の防水改修を検討したところ、平成１０年に行った耐震診断の所見において屋根の

構造材のアンカーボルトの接続部分の長さに対する指摘がされていたことが判明し

たことから、屋根の構造材の安全対策として耐震診断と補強設計について新規計上

するものであります。こちらは財源として、緊急防災・減災事業債の充当を見込ん

でおります。 

 １０１ページに移りまして、５項１目・社会教育総務費の１４節・防火設備更新

工事２５万３，０００円。旧橘小学校の自動火災報知設備の更新工事について機器

の価格高騰に伴い増額補正するものです。 

 ２目・公民館費の７節・主催講座講師等謝金２６万４，０００円。来年２月に開

催予定の第３回歴史シンポジウムの講師等に係る謝金となります。 

 ６項３目・学校給食費、１０節・給食材料費７９３万８，０００円。物価高騰に伴

う補正で、本年度の給食材料費について当初予算との比較で、率として約１４％の

増加が見込まれることから、不足額について増額補正するものです。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 １２款・諸支出金、１項１目・基金費、２４節・奨学基金積立金２００万円。指定

寄附を受けて奨学事業に活用するため基金に積立てするものとなります。 

 次に、歳入について申し上げますので、お手数ですが議案書の９１ページをお願

いします。 

 初めに、１５款・国庫支出金、１項１目１節・障害者自立支援給付費負担金７０

３万４，０００円。歳出補正の民生費で申し上げました自立支援給付費に対する国

庫負担金となります。 

 １６款・県支出金、１項２目１節・障害者自立支援給付費負担金３５１万７，０
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００円。１５款で申し上げました国庫負担金と同様の県負担金となります。 

 ３節・児童手当県負担金２３９万５，０００円。歳出補正の民生費で申し上げま

した児童手当に対する県負担金となります。 

 ２項３目１節・予防接種事故調査費補助金８万７，０００円。歳出補正の衛生費

で申し上げました予防接種健康被害調査謝金に対する補助金となります。 

 ４目３節・飼料用米等拡大支援事業補助金マイナス２，５２６万８，０００円。

歳出補正の農林水産業費で申し上げました同名事業に対する補助金となります。 

 次に、１７款・財産収入、２項１目１節・土地売払収入４５８万５，０００円。宮

野台の町有地６８３平方メートルについて売り払うものでございます。 

 １８款・寄附金、１項２目１節・指定寄附金のうち教育関係で２００万円。こち

らは東洋合成工業株式会社千葉工場様より歳出予算教育費の奨学基金の原資として

ご寄附をいただいております。 

 同節・指定寄附金として、障害福祉関係で１００万円。有限会社ブライトピック

千葉様から指定寄附をいただき、歳出予算民生費の障害福祉事業へ充当しておりま

す。 

 一つ飛びまして、２１款・諸収入、５項３目５節・雑入の過年度返還金５万７，０

００円。歳出補正の農林水産業費で申し上げました多面的機能支払交付金返還金に

係る交付団体からの返還金となります。 

 ９２ページに移りまして、２２款・町債、１項２目１節・緊急防災・減災事業債

１，３００万円。歳出補正の教育費で申し上げました中学校体育館の耐震診断及び

補強設計業務へ充当するものであります。 

 ９１ページにお戻りいただきまして、最後に、歳入が歳出に不足する１，２７９

万４，０００円につきまして、２０款・繰越金の前年度繰越金を充当するものでご

ざいます。 

 続きまして、第２表、こちら８６ページをお願いいたします。 

 補正予算第２条の繰越明許費として、地方自治法第２１３条第１項の規定に基づ

き、翌年度に繰り越して使用することが出来る経費を定めるものです。 

 ３件ございまして、まず、２款３項・情報システム標準化業務（戸籍・戸籍附票）

６５３万４，０００円。戸籍の附票システムの標準化業務について、戸籍制度の改

正等に伴い業務に期間を要することによる繰越しとなります。 
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 ３款１項・障害者福祉計画策定業務委託４６９万７，０００円。先程の歳出補正、

民生費で申し上げた費用となります。国の施策を反映させるため、期間を要するこ

とによる繰越しとなります。 

 ９款３項・屋内運動場耐震診断及び補強設計業務委託１，３２０万円。先程の歳

出補正、教育費、中学校費で申し上げました費用となります。耐震診断及び補強設

計業務に期間を要することによる繰越しとなります。 

 続いて、８７ページ、第３表をお願いいたします。 

 補正予算第３条の債務負担行為の補正となります。 

 追加事業は２件ございまして、まず、オーシャンプラザ屋上パネル改修工事とな

ります。期間は令和８年度、限度額は５５９万１，０００円。こちらはオーシャン

プラザの屋上にあります構造物のパネルについて老朽が激しいことから改修工事を

行うもので、総額３，８５０万円の工事見込みに対して、施設上の一般会計と病院

事業会計との負担割合、一般会計では１４．５２％、病院事業会計では８５．４８％

のうち一般会計の負担割合について債務負担行為を設定するものとなります。 

 次に、東庄町学校給食センター調理等業務委託です。期間は令和８年度から令和

１１年度、限度額は２億８８９万円です。現在の調理業務が令和８年７月で契約期

間が満了することから、３年間の業務委託契約を行うための債務負担行為を設定す

るものです。 

 続いて、８８ページをお願いします。 

 第４表、地方債の補正です。 

 歳入補正で申し上げました地方債について変更をしております。内容としまして

は、緊急防災・減災事業債について限度額を５，３００万円から１，３００万円増

額し、６，６００万円としております。 

 以上で一般会計の補正予算（第４号）の説明を終わらせていただきます。よろし

くご審議のほどお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 町民課長、宇ノ澤修君。 

町民課長（宇ノ澤修君） 

 それでは、議案第５９号、令和７年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）につきまして内容の説明を申し上げます。 
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 恐れ入りますが、議案書の１１３ページをご覧ください。 

 初めに、歳出でございます。 

 １款１項１目・一般管理費、１節・報酬から４節・共済費までは、町民課勤務の一

般職３名分並びに会計年度任用職員１名分の人件費で、給与改定による増減額を補

正するものでございます。 

 ５款３項１目・保健指導事業費、２節・給料から４節・共済費までは、保健センタ

ー勤務職員４名の人件費で、１款と同様に増減額を補正するものでございます。 

 ６款１項１目・基金積立金、２４節・積立金２３万６，０００円は、国保財政調整

基金の定期預金に係る約定利率の改定に伴い、満期時の預金利子の額が当初予算額

を上回る見込みとなったため、預金利子を基金へ編入するにあたり、不足する分を

増額計上するものでございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 議案書の１１２ページをご覧ください。 

 ６款１項１目１節・利子及び配当金２３万６，０００円は、国保財政調整基金の

預金利子の増額見込み分で、歳出と同額を計上するものでございます。 

 ７款１項１目・一般会計繰入金、３節・職員給与費等繰入金１４７万５，０００

円は、歳出における人件費等の増減額と連動して一般会計からの繰入金を増額する

ものでございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議長（栁堀 忠君） 

 健康福祉課長、髙木多恵子君。 

健康福祉課長（髙木多恵子君） 

 それでは、議案第６０号、令和７年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正

予算（第２号）について内容をご説明申し上げます。 

 議案書の１２１ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款・事業費３４万７，０００円の増額補正は、１項１目・一般管理費で、職員の

給与改定に伴う人件費として増額補正をするものでございます。 

 以上の結果、歳出補正額は３４万７，０００円の増額、歳出合計で３，９８９万

６，０００円となります。 
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 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 １２０ページをお願いいたします。 

 ３款・繰越金３４万７，０００円の増額については、歳出補正で計上した人件費

について、繰越金を増額するものでございます。 

 以上の結果、歳入補正額は３４万７，０００円の増額、歳入合計で３，９８９万

６，０００円となります。 

 以上で令和７年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算（第２号）の説

明を終わります。 

 続きまして、議案第６１号、令和７年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２

号）について内容をご説明申し上げます。 

 議案書の１２８ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款・総務費１０９万８，０００円の増額補正は、１項１目・一般管理費で、職員

の給与改定に伴う人件費として９７万１，０００円、３項２目・認定調査等費で、

会計年度任用職員の報酬等改定に伴う人件費として１２万７，０００円を増額補正

するものでございます。 

 次に、３款・地域支援事業費４４４万２，０００円の増額補正は、１項１目・介護

予防生活支援サービス事業費で、第１号通所事業負担金の不足分として４００万円、

３項１目・包括的支援事業費で、職員の給与改定に伴う人件費として４４万２，０

００円を増額補正するものでございます。 

 ５款・諸支出金２万５，０００円の増額補正は、３項１目・介護給付費準備基金

積立金で、利率の上昇に伴う積立金の増額補正でございます。 

 以上の結果、歳出補正額は５５６万５，０００円の増額、歳出合計で１６億１，

００４万９，０００円となります。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 １２７ページをお願いいたします。 

 ６款・財産収入２万５，０００円の増額補正は、介護給付費準備基金積立金の利

率の上昇に伴う増額で、歳出補正で計上した５款・諸支出金積立金利子の財源とし

て充当するものでございます。 

 ７款・繰入金１５４万円の増額補正は、歳出補正で計上した職員及び会計年度任
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用職員の人件費として一般会計から繰り入れるものでございます。 

 ８款・繰越金４００万円の増額補正は、歳出補正で計上した３款・地域支援事業

費、介護予防・生活支援サービス事業である第１号通所事業負担金の財源として繰

越金を充当するものでございます。 

 以上の結果、歳入補正額は５５６万５，０００円の増額、歳入合計で１６億１，

００４万９，０００円となります。 

 以上で令和７年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）の説明を終わりま

す。 

議長（栁堀 忠君） 

 まちづくり課長、堀江弘之君。 

まちづくり課長（堀江弘之君） 

 それでは、議案第６２号、令和７年度東庄町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて説明を申し上げます。 

 この補正につきましては、町長からの提案理由にもございましたが、給与改定に

伴う人件費の補正及び新堀配水場の流量計の交換に伴う補正でございます。 

 それでは、１４１ページをお願いいたします。 

 令和７年度東庄町水道事業会計補正予算（第３号）実施計画内訳書でございます。 

 まず、収益的支出の補正でございますが、第１款・事業費用、１項・営業費用、４

目・総係費に８９万９，０００円を追加し、事業費用総額で４億３，６９６万円に

するものでございます。この補正につきましては、給与改定に伴い人件費を補正す

るものでございます。 

 内訳につきましては、節に記載のとおり給料が５４万１，０００円の増、手当が

３０万３，０００円の増、法定福利費が５万５，０００円の増となっております。 

 また、この人件費の補正に伴い既定の予算第６条に定めた議会の議決を経なけれ

ば流用することの出来ない経費につきましても、職員給与費を８９万９，０００円

増額し、２，９３６万６，０００円に改めることとなります。 

 １４２ページをお願いいたします。 

 次に、資本的支出の補正でございます。 

 第１款・資本的支出、２項・固定資産取得費、２目・機械及び装置費に７７１万

１，０００円を増額し、資本的支出総額で２億１，７９７万６，０００円にするも
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のでございます。 

 内容につきましては、新堀配水場の低区配水流量計について不具合が発生してお

り、緊急に交換が必要となったことに伴い、機械及び装置費について増額補正を行

うものでございます。 

 続きまして、１３７ページをお願いいたします。 

 予定キャッシュフロー計算書でございます。 

 １、業務活動によるキャッシュフローの１行目に記載の当年度純利益が人件費の

補正により既決予定額３６８万９，０００円から８９万９，０００円の減額となり、

２７９万円となります。 

 １３８ページをお願いいたします。 

 ２の投資活動によるキャッシュフローの１行目に記載の建設改良費の既決予定額

が流量計交換に伴う補正により１億９，２０５万３，０００円に７７１万１，００

０円が加わり、総額１億９，９７６万４，０００円の支出を見込んでおります。こ

れらを合計しますと、資金期末残高は１０億９，８５２万３，０００円になる予定

でございます。 

 続きまして、１３９ページでございますが、こちらは給与費の補正前、補正後の

明細書となっております。 

 以上で水道事業会計補正予算（第３号）の説明を終わります。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 病院事務長、渡辺佳則君。 

病院事務長（渡辺佳則君） 

 それでは、議案第６３号、令和７年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正

予算（第２号）について内容をご説明申し上げます。 

 議案書の１５４ページをお願いいたします。 

 補正予算（第２号）実施計画内訳書でございます。 

 収益的支出のうち、支出で１款・病院事業費用、１項・医業費用、１目・給与費、

１節・給料に２４０万円、２節・手当に３３０万円、３節・報酬に２６０万円を加

え、２目・材料費、１節・薬品費を１，２８０万円減額、３目・経費、１１節・修繕

費に４５０万円を加え、２項・福祉サービス費用、１目・給与費、２節・手当に１２
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０万円を加え、２目・材料費、１節・薬品費を２７０万円減額し、３目・経費、１１

節・修繕費に１５０万円を加えるもので、病院事業費用の総額は１１億６，６１１

万１，０００円で、補正前と同額であります。 

 この補正につきましては、ジェネリック薬品への切替えが進んだ結果、予算に執

行残の発生が見込まれる薬品費を減額し、一般会計でも説明のありました給与改定

に伴う給料、手当並びに報酬を増額し、加えて、廊下等の空調吹出し口付近にカビ

が発生した天井を修理するために修繕費を増額補正するものであります。 

 続きまして、１５５ページをお願いいたします。 

 資本的収入の実施内訳書でございます。 

 １款・資本的収入、１項・企業債、１目・企業債、１節・企業債に２，５００万円

を追加し、資本的収入の総額を１億６，２８７万７，０００円とするものでありま

す。 

 内容につきましては、令和７年度実施事業のうち高圧電気系引込みケーブル更新

工事、屋上受水槽更新工事、医用テレメーター購入、エレベートバス購入分を記載

することにより、地方交付税措置上有利となることから補正するものであります。 

 続きまして、１４５ページをお願いいたします。 

 第１表、債務負担行為補正でございますが、オーシャンプラザ屋上パネル改修工

事に伴い、期間を令和８年度、限度額を３，２９１万円とするものでございます。

パネルの腐食により内部に雨水がたまるなど、強風の際、飛散の危険性があるため

実施するものであります。 

 続きまして、１４７ページをお願いいたします。 

 予定キャッシュ・フロー計算書であります。 

 １４８ページをお願いいたします。 

 企業債の追加発行により、現金及び現金同等物の期末残高は１億４，９３９万１，

０００円となる予定です。 

 １４９ページから１５１ページは給与費明細、１５２、１５３ページが予定貸借

対照表となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第５８号、令和７年度東庄町一般会計補正予算（第４号）を採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５９号、令和７年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６０号、令和７年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第６１号、令和７年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）を

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６２号、令和７年度東庄町水道事業会計補正予算（第３号）を採決

します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６３号、令和７年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正予算

（第２号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

 日程第７、陳情第１号、保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善

を求める意見書提出を求める陳情を議題とします。 

 この陳情は、会議規則第９１条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所

管の常任委員会に審査の付託をします。 

 日程第８、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 議事の都合によって、１８日は休会としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、１８日は休会とすることに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 １２月１９日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くこと

とします。予定の時刻にご参集願います。 

 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした 

（午前１０時４８分 散会） 

 


